
R3．5.11 

御船町教育委員会 社会教育課 

●社会教育課所管施設の利用について（R3.5.11～） 

施設名 利用について 

恐竜博物館 
５月 31日まで休館 

※詳細については、恐竜博物館ホームページをご覧ください。 

カルチャーセンター 

 

ホール      ：５月 31日まで休館 

研修室      ：    〃    

第１会議室    ：    〃    

第３会議室    ：    〃    

大会議室     ：    〃    

児童室      ：    〃   

コンピュータ研修室：    〃    

茶室       ：    〃    

クラブ活動室   ：    〃    

視聴覚室     ：    〃    

※５月 31日まで新規の予約は受付けない。   

町立図書館 ５月 31日まで休館（返却のみ可） 

公民館分館 ５月 31日まで利用中止（滝尾分館学童を除く） 

スポーツセンター 

武道場：５月 31日まで利用不可 

プール：５月 31日まで利用不可 

※詳細については、御船町スポーツセンターホームページをご覧く

ださい。 

町民グラウンド 

開放中（御船町民に限る） 

※詳細については、御船町スポーツセンターホームページをご覧く

ださい。 

小・中学校体育館 
５月 31日まで利用中止（５月 31日まで新規の予約は受付けない） 

※中学生の部活動、小学生の社会体育スポーツ活動等は可。 

小・中学校グラウンド 開放中（御船町民に限る） 

社会教育センター 

（体育館・グラウンド） 
グラウンドのみ開放（※体育館は５月 31日まで利用不可） 

【共通事項】 

・各施設の再開については、今後の新型コロナウイルス感染症の状況等に応じ、変更があった場合はホームページにてわか

り次第お知らせします。 

・感染予防対策を徹底し、チェックリスト（別紙）を作成、保管のうえご利用をお願いいたします。 

・少しでも体調の悪い方、症状がある方は利用を控えてください。 

・３密（密閉、密集、密接）回避としての換気、ソーシャルディスタンスの確保をお願いします。 

・利用者によるマスクの着用（体育施設は可能な限り）、手指の消毒、手洗い、うがいの実施と徹底をお願いします。 

・共有して使用した用具類等はアルコール等で各自消毒を行って下さい。 


